
岩手県立大学大学院総合政策研究科履修規程 

 

平成17年 規程第37号 

改正 平成18年３月16日 規程第22号 

平成19年３月23日 規程第９号 

平成21年３月30日 規程第７号 

 

(趣旨) 

第１条 この規程は、岩手県立大学大学院学則（以下「大学院学則」という。）第11条第2項

の規定に基づき、岩手県立大学大学院総合政策研究科（以下「研究科」という。）に係る授

業科目の履修方法等に関し必要な事項を定める。 

 

(課程及び専攻) 

第２条 研究科の課程は、博士前期課程及び博士後期課程とする。 

２ 研究科に、総合政策専攻を置く。 

 

(教育方法) 

第３条 博士前期課程の教育は、授業科目の授業及び修士論文の作成等に対する指導によっ

て行うものとする。 

２ 博士後期課程の教育は、研究及び博士論文の作成等に対する指導によって行うものとす

る。 

 

(授業科目等) 

第４条 授業科目の種類、単位数及び必修又は選択の別は、大学院学則別表第１のとおりと

する。 

２ 指導教員が必要と認めたときは、研究科委員会の議を経て、学部の専門科目を履修させ

ることがある。 

 

(研究指導) 

第５条 研究指導の内容は、学生１名ごとに定めるものとする。 

２ 研究科において、教育研究上有益と認めるときは、研究科委員会の議を経て、学生が他

大学の大学院又は研究所等において必要な研究指導を受けることを認めることができる。

ただし、当該研究指導を受ける期間は、１年を超えないものとする。 

３ 前項の規定により受けた研究指導は、研究科委員会において審査の上、研究科において

受けた研究指導とみなすことができる。 

 

(指導教員) 

第６条 博士前期課程においては、ジョイント・タスク・ワークⅠ及びⅡ並びに修士論文等

を指導するため、研究科委員会の議に基づき、学生ごとに１名の主たる指導教員を定める

ものとする。ただし、必要に応じて複数の教員等の協力により指導を行うことができる。 



２ 博士後期課程においては、博士論文等を指導するため、研究科委員会の議に基づき、学

生ごとに１名の主たる指導教員を定めるものとする。ただし、必要に応じて複数の教員等

の協力により指導を行うことができる。 

 

(履修の登録) 

第７条 学生は、授業科目の履修に当たっては、前期及び後期ごとに履修しようとする授業

科目について、所定の期日までに履修登録を行わなければならない。 

２  履修登録は、学内情報システムにより届け出ることにより行うものとする。 

 

(履修の制限) 

第８条 履修の制限については、岩手県立大学履修規程第５条の規定を準用する。 

 

(試験、成績の評価、追試験、再試験及び不正行為) 

第９条 試験、成績の評価、追試験、再試験及び不正行為については、岩手県立大学履修規

程第６条から第10条までの規定をそれぞれ準用する。この場合において、第９条第１項中

「教授会」とあるのは「研究科委員会」と読み替えるものとする。 

 

(学位論文の提出) 

第10条 学生は、指導教員の承認を得て、研究科委員会の定める期日までに学位論文を提出

しなければならない。 

２ 博士前期課程における修士論文は、修了に必要な単位数を修得した者、又は修得する見

込みの者でなければ提出することができない。 

３ 学位論文等の提出様式及び体裁については、別に定める。 

 

(学位論文の審査) 

第11条 学位論文の審査は、研究科委員会において選出された委員で組織された論文審査委

員会が行う。 

２ 前項の論文審査委員会の審査委員の構成は、主査１名及び副査２名以上とする。 

 

(修了試験) 

第12条 博士前期課程における修了試験は、所定の単位を修得した者、又は単位を修得する

見込みの者で、修士論文を提出したものについて、論文審査委員会が、修士論文を中心と

してこれに関連する授業科目等について口頭により行う。 

２ 博士後期課程における修了試験は、博士論文の審査が終了した後に、博士論文を中心と

してこれに関連のある専門分野について、口頭又は筆記により行う。 

 

(修了要件) 

第13条 博士前期課程を修了するためには、大学院学則第14条の規定により定められた在学

すべき年数以上在学し、大学院学則別表第２に定める修了に必要な単位数を修得し、かつ、

必要な研究指導を受けた上、修士論文の審査及び修了試験に合格しなければならない。た

だし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた学生については、１年以上在学すれば足

りるものとする。 



２ 博士後期課程を修了するためには、大学院学則第14条の規定により定められた在学すべ

き年数以上在学し、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査に合格した後に、修了試

験に合格しなければならない。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた学生に

ついては、１年以上在学すれば足りるものとする。 

３ 第１項ただし書及び前項ただし書の規定を適用させようとする場合の基準及び学位論文

の提出等に関し必要な事項は、別に定める。 

 

(入学前の既修得単位の認定) 

第14条 入学前の既修得単位等の認定については、岩手県立大学履修規程第15条の規定を準

用する。この場合において、「学則第24条第１項の規定により修得したものとみなし、又は

与えることができる単位」とあるのは、「大学院学則第13条第１項の規定により修得したも

のとみなすことができる単位」と、「出身大学」とあるのは「出身大学の大学院」と読み替

えるものとする。 

  

(委任) 

第15条 この規程に定めるもののほか、授業科目の履修方法等に関し必要な事項は、研究科

委員会が定める。 

 

   附 則 

 この規程は、平成17年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平成18年３月16日規程第22号） 

１ この規程は、平成18年４月１日から施行する。 

２ この規程の施行の際現に在学している者の大学院学則第17条の資格に係る授業科目の種

類及び単位数等については、この規程による改正後の岩手県立大学大学院総合政策研究科

履修規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３ この規程の施行の日以降において再入学した者の大学院学則第17条の資格に係る授業科

目の種類及び単位数等については、当該者の属する年次の在学生の例による。 

 

   附 則（平成19年３月23日規程第９号） 

 この規程は、平成19年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平成21年３月30日規程第７号） 

 この規程は、平成21年４月１日から施行する。 
 


